
【備考】　①　※1～※3については、当該通知書または届出書を受領した時点で手続が終了します。
　　　　　 ②　点線は、工事の内容変更または中止、廃止の場合の流れを表しています。

秋田市危険ブロック塀等除却支援事業補助金交付フロー図

秋田市 関係書類 申請者

補助金交付申請

●補助金交付申請書（様式第１号）

(1) 対象工事場所の付近見取図

(2) 所有者等の確認ができる書類

(3) 市税の完納が確認できる書類の写し又は

市税納付に関する調査同意書（様式第２号）

(4) 耐震診断等の結果の写し

(5) 状況が確認できる写真

(6) 除却工事等の見積書の写し

受付

審査

交付、不交付

の決定

【交付の場合】

●交付決定通知書（様式第３号）

【不交付の場合】

●不交付決定通知書（様式第４号） （※１）

受領

工事発注、契約

工事着手

工事完了

（補助金交付

申請年度の

３月２０日ま

でに完了実

績報告書を

提出）

内容変更

中止、廃止

【内容変更の場合】

●補助金交付決定変更申請書（様式第５号）

(1) 変更内容がわかる書類

【中止、廃止の場合】

●取りやめ届出書（様式第６号） （※２）

【内容変更の場合】

●交付決定変更通知書（様式第８号）

【中止、廃止の場合】

●交付決定取消通知書（様式第７号） （※３）

受領

●完了実績報告書（様式第９号）

(1) 除却工事等の契約書の写し

(2) 除却工事等費用の請求書の写し

(3) 工事写真（着手前、施工中、完了後）

受付

【交付決定内容、条件に適合する場合】

●補助金額確定通知書（様式第１０号）

【交付決定の内容を変更する場合】

●補助金交付決定変更通知書（様式第１１号）

受領

補助金交付請求●補助金交付請求書（様式第１２号）受付

内容確認

補助金交付額

確定

補助金支払い 口座入金

受付

審査

内容確認


